
 

 

中部地方整備局事業評価監視委員会（平成３０年度第５回） 

 

議 事 概 要 

 

１．日 時    平成３１年１月２８日（月）１４：００～１５：３０ 

 

２．場 所    ＫＫＲホテル名古屋 ３階芙蓉の間 

 

３．出席者 

  ○事業評価監視委員会委員 

 中村委員長、沢田副委員長、森委員、水谷委員、高瀬委員、冨永委員、 

 原島委員、朝日委員、吉永委員 

 

  ○中部地方整備局  

 勢田局長、元野副局長、総務部長、企画部長、建政部長、河川部長、 

 道路部長、港湾空港部長、営繕部長、用地部長 

 

４．議 事 

１）対象事業の説明・審議 

 （事後評価）                    

【道路事業】 

一般国道１号  南二日町交差点 

一般国道２３号 豊橋東バイパス［暫定２車線］ 

一般国道２３号 豊橋バイパス［暫定２車線］ 

一般国道４２号 紀宝バイパス 

近畿自動車道紀勢線（尾鷲北～紀伊長島） 

一般国道４２号 熊野尾鷲道路 

 

５．配布資料 

 ・委員会開催資料（議事次第、委員名簿、出席者名簿、配席図、配付資料一覧） 

 ・資料１ 対応方針一覧表 

・資料２ 一般国道１号  南二日町交差点 説明資料 

・資料３ 一般国道２３号 豊橋東バイパス 

 一般国道２３号 豊橋バイパス 説明資料 

・資料４ 一般国道４２号 紀宝バイパス 説明資料 

・資料５ 近畿自動車道紀勢線（尾鷲北～紀伊長島） 

一般国道４２号 熊野尾鷲道路 説明資料 

・資料６ 事後評価に係る資料【道路事業】 



 

 

６．主な審議結果等 

 １）事後評価対応方針（案）については以下のとおりとする。 

【道路事業】 

    一般国道１号  南二日町交差点 ・・・了承 

    一般国道２３号 豊橋東バイパス［暫定２車線］ ・・・了承 

    一般国道２３号 豊橋バイパス［暫定２車線］ ・・・了承 

    一般国道４２号 紀宝バイパス ・・・了承 

    近畿自動車道紀勢線（尾鷲北～紀伊長島） ・・・了承 

    一般国道４２号 熊野尾鷲道路 ・・・了承 
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２）委員会当日に委員より出された意見・質問及び回答 

項目 意見・質問 回答 

（事後評価） 

一般国道 1 号 

南二日町交差点 

 

冠水対策前の冠水の理由は、表面水

の集中など地形的な要因ではないと考

えてよいか。 

 

 

 交差点付近の地盤が低い理由は、（対

策前の）交差点を整備した時のものか、

それとも元々地形的要因で、例えば旧

河川であったのか。 

 

旧河川のようなところで、水が溜ま

りやすいことも配慮して、嵩上げ改良

工事がなされたという認識でよいか。 

 

また、（資料２）４ページの追突事故

が７割削減したのはすばらしいが、「そ

の他」の事故がほぼ変わっていない。

「その他」は特定の形態の事故ではな

く、いろんな形態のものが混ざってい

ると考えて良いか。 

 

交差点が改良され、形が変わったか

らといって、何かの事故の形態に集中

しているということはないか。 

 

対策前の交差点付近は、周辺の地盤よりも約

1m ほど低い状況。冠水は周辺の地盤よりもこ

の交差点付近の地盤が低かったことに起因す

るもの。 

 

 南二日町交差点付近は、御殿川が南北に流れ

ており、元々地形的に周辺と比べて低かったと

ころに国道１号が高架の交差点のため、交差道

路側が低いまま残ったもの。 

 

そのとおりです。 

 

 

 

「その他」の事故として件数が多いものは、

出会い頭の事故や、この交差点の北側の横断歩

道横断中の事故などが含まれている。 

 

 

 

 

交差点改良により大きな効果が発現したの

は、追突事故と考えており、他の事故が特に多

いといった事はない。 

今回はB/Cが1.02という数字になっ

ているが、前回、途中段階の時点では

1.3 となっている。 

 B/C は１を超えるかどうかというの

が最終的に判断材料にはなると思う

が、当初事業化の時の最終的な B/C は

どれぐらいの数字だったのか。 

 

 事業化の時に、見込みとして B/C を

算出していると思うが、その数値につ

いて教えて頂きたい。 

 

当初、将来的に B/C がどうなるかというとこ

ろの推計までは実施していない。 

 

 

 

 

 

 

この事業の事業化は平成元年度であるが、そ

の時は、事業化時に B/C を出すという制度にな

っていなかったため、数値は算出していない。 

この交差点は、非常に混雑し、事故

も多く、大変な状況だったことをよく

今回の交通事故減少便益ですが、対策前のこ

の交差点は右折車線がかなり渋滞していたた
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知っている。今回のこの改良は、冠水

対策はもちろんだが、渋滞が大幅に減

り、追突事故も大幅に減っているとい

うことで、大変重要な事業かと思う。 

本事業を行ったことによって渋滞が

解消し、3.5 万台交通量が増えたという

説明だったが、先ほど指摘のあった資

料６の３ページの事後評価結果の費用

便益比のところを見ると 1.02 となっ

ている。その中の右側の交通事故減少

便益が 4.8 億円と非常に大きく出てい

る。 

現行の評価の仕方では、平面交差を

立体化したときに事故削減の効果とい

うのはそのまま出てこない。要するに、

分離しているか車線数が幾つかといっ

たことでほとんど決まってくるので、

例え交差点を飛ばして立体化したとこ

ろで、渋滞解消の効果は当然出てくる

が、交通安全、交通事故の削減という

のは便益として出てこないのではない

か。にもかかわらず、ここで 4.8 億円

という非常に大きな便益が出ている。 

一般的には交通量が増えれば交通事

故も増えるので、むしろ便益は下がる

はずだが、本事業では上がっているこ

とから理由を教えて頂きたい。 

 

つまり、むしろ抜け道を利用してい

たこの対象の国道１号でない方の交通

が減ったことによって交通事故減少便

益が上がったという計算がこのように

表れているということで良いか。その

一方で、実際には事故が大幅に減って

いて非常に効果が出ているので、言わ

ば便益が過少になっているのではない

か。 

そのため、今 1.02 という話があった

が、こういう重要な交差点の改良、例

えば立体化のような事業を実施したと

きに、交通事故の減少の便益がしっか

め、渋滞により交差している国道 136 号を利用

したい交通が並行する細い道路に迂回してい

た。 

しかし、交差点改良により、この国道 136 号

（幹線となる道路）の方で右折する車が多くな

り、より安全な（幹線）道路に交通が転換した

ことから交通事故減少便益が出たというメカ

ニズムになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのとおりです。 

今、全国的にも３便益では表せない便益とい

うのをどのように表現していくのかという議

論をしていると聞いていることから、貴重なご

意見として本省に伝えていきたい。 
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りと出るような方法を採用していくと

いうことが、特に直轄事業の場合はこ

れから非常に重要な役割を果たすと思

うので、もしそういう機会があれば、

本省にも是非お伝え頂きたい。 

 

（事後評価） 

一般国道 23 号 

豊橋東バイパス 

［暫定 2 車線］ 

一般国道 23 号 

豊橋バイパス 

［暫定 2 車線］ 

 対応方針（案）で、今後暫定２車線

に対する事後評価の必要性はないとい

う説明があったが、この区間はほぼ全

線にわたって現状暫定２車線というこ

とで、一部の区間は高架構造、山地部

であればトンネルもあるかと思うが、

切土の部分もある。 

切土の部分で用地買収が終わり、空

間として４車線分確保しているにもか

かわらず、暫定２車線で運用されてい

るようなところがある。 

こういったところを、当初から４車

線で運用するということは難しいの

か。 

 スペースが確保してあり、もう一度

将来４車線にする際、切り回しあるい

はランプの取り付けもやり直す、さら

には平面交差部の方もやり直す必要が

あると考えると、一度に４車線ででき

るところはオープンしてしまうという

ことも一つの方法ではないかと思う

が、如何お考えですか。 

 

ネットワークをつなげることが重要

であることは理解している。用地取得

が済みその空間を使わないでずっと何

年か放置しておくよりも、最初から４

車線でコストが若干は高くなるかもし

れないがその部分を施工し、後でやり

直すことを防ぐという方法もあるので

はないか。 

バイパスでは 4 車線区間から 2 車線

になるところで行列が長くなる。例え

ば NEXCO の暫定２車線区間のよう

に、所々に４車線になって追い越しが

 ネットワークをできるだけ早くつなげたい

ということもあり、まずは暫定２車線で開通さ

せることを考えている。 

 本バイパス事業は、部分的に交通量の課題が

あったため、その状況を見ながら４車線にした

という経緯はあるが、方向性としては、まずは

暫定 2 車線でつなげ、その後の交通状況を見て、

４車線等を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘の通り、豊橋東バイパスは、地形的に

も掘割構造が連続するところがあることから、

ご指摘の内容は、今後の課題として考え、検討

したい。 
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できるような運用をするということも

可能ではないか。その方が、便益が早

く発現するのではないかという考え方

もできると思うが、如何お考えですか。 

 

要するに、用地取得が完了していな

い、あるいは高架、トンネルなどの構

造物を整備しないといけない箇所は莫

大なコストが短期間に発生することに

なるので難しいが、既に用地取得が完

了し、その空間を使わないまま何年も

放置するよりも、将来、（4 車線の整備

をする時に）そこの取り回し部分を全

部やり直しせず、（暫定 2 車線整備の区

間でも）部分的に当初から４車線で整

備するところがあってもいいのではな

いか。 

そういうことも一つの選択肢とし

て、ケース・バイ・ケースであり得る

のではないか。今後、暫定２車線の整

備の仕方について検討頂ければと思

う。 

 

 

 

 

 

 

先ほど説明させて頂いた豊橋東バイパスは、

２車線分で交通の需要に対しては、まだ大きな

課題が発生していないところ。 

本当は今の利用状況を見て４車線と２車線

の変換点等の課題が発生することを想定して、

本来ならば４車線とした方が良かったのかも

しれないところもあるが、そこがちょうど高架

構造のところでお金のかかるところであり、今

は暫定２車線で運用してきているというのが

実態である。 

 

 

 

 

資料３の３ページでは事業全体の

B/C が 3.3 で、各バイパスの B/C は 3.2

となっている。資料６の 17 ページと

32 ページの資料から計算すると、全体

の B/C は約 3.24 ではないかと思われ

る。 

各事業を同時に行うことに起因する

影響が含まれるので、各バイパスの B

や C の値を単純和したものが全体の B

や C の値にならないという理解で良い

か。 

 

 そのとおりです。 

 B/C が 3.3 と書いてあるのは、豊橋バイパス

と豊橋東バイパスをあわせて整備しない時と

整備した時を比べている。 

 資料６についている表は、それぞれ豊橋バイ

パスだけ、豊橋東バイパスだけを各々計算した

ものになるため、計算している対象が異なり、

一体で整備するときと条件が異なる。 

 

 

 

 

暫定２車線のところで、先ほど指摘

のあったような４車線としての土地を

買ってあるところもあると思うが、そ

れは事業費に入っているのか。 

 つまり、次に４車線化の事業を改め

てやろうとした時には、これから便益

 事業費に含まれている。 

 

 

 

次の再評価のとき、残事業 B/C を算出する時

には、用地費は既に払ってあるので残事業費に
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がどれだけということになると思う

が、費用には今買ってあるところの用

地はもう除くということか。 

 

 

は入らない。 

全体事業 B/C は４車線化そのもの、ゼロ車線

から４車線化の全体事業費になるので、既に買

った用地費も含まれる。 

直接的な事業の話ではないが、先ほ

ど指摘のあった掘割部分は、放置なの

かどうか分からないが、切土のり面が

ある場所は適切に対処されているか。 

対処されていない場合、仮に応力解放

のあるような山や地盤であれば、それ

をきちんと押さえておいて頂きたい。 

事後対応では大変なことになるの

で、ぜひお願いしたい。 

暫定であっても構造の安定性は確認してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（事後評価） 

一般国道 42 号 

紀宝バイパス 

 

 旧一般国道 42 号というのは、冒頭の

南二日町ほどではないと思うが、所々

で浸水していたようなイメージがある

が如何ですか。 

 

 

 一部浸水する場所はある。成川の途中に支川

があり、その支川が溢れて水に浸かるケースは

ある。 

 現在は海岸事業が進み問題ないが、起点側の

井田の海岸のあたりは、波が高くなると越波で

通行止めが必要な状況になっていた。 

（事後評価） 

近畿自動車道紀勢線

（尾鷲北～紀伊長島） 

一般国道 42 号 

熊野尾鷲道路 

 尾鷲北インターから尾鷲南インター

チェンジ間が実際につながると、本当

の広域ネットワークとして非常に効果

的なメリットが享受できると思う。こ

の事業中区間についての見通しや計画

を簡単に説明してほしい。 

 

 

周囲の高速ネットワークは開通して

おり、ここのみ細い一般国道を利用し

ている。一般国道の区間がボトルネッ

クになるような問題などは発生してい

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まだ開通時期については示すことができる

状態になっていないが、この区間と今回の熊野

尾鷲道路の南側の熊野市に至る区間、その２区

間を現在事業中ということで、尾鷲北インター

チェンジと尾鷲南インターチェンジ間の区間

を先に開通させていきたいと考えている。 

 

 

 優先順位の判断で、尾鷲南インターチェンジ

から熊野大泊インターチェンジの間に雨量規

制区間があることから、事業を先行している。 

もう１つの判断材料として、尾鷲北インター

チェンジから尾鷲南インターチェンジの間の

尾鷲市内は国道 42 号が４車線化されており、

断面交通量が一番大きかったため、若干事業が

後先、単純に端から順番に延伸していく形でな

くても、雨量規制区間の解除を優先させても問

題ではないのではないかという判断で事業を

進めている。 

現在も、尾鷲市内で問題が発生しているよう

な状況にはない。 

 


